
区役所代表  ☎ 3964-1111

広報
No.2437

令和２年・2020年

総合情報版
発行/板橋区  編集/広聴広報課　〒173-8501 板橋区板橋2-66-１  FAX 3579-2028（広聴広報課） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

5.23

本庁舎では、一部の窓口業務を毎月第 2 日曜 9 時～₁7時、毎週火曜（祝日・閉庁日を除く）₁9時まで行っています。取り扱い業務は、区ホームページをご覧ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

特別定額給付金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、１人につき10万
円の特別定額給付金を支給します。
▽対象＝令和２年４月27日現在、板橋区に住民登録されている方▽申
請者＝対象者が属する世帯主▽支給額＝給付対象者１人につき10万円
▽給付方法＝申請者の銀行口座に振込

申　請
郵送方式

５月下旬以降に世帯主あてにお送りする申請書に必要事項を記入のう
え、定額給付金担当課（〒173‐8501）※本人確認書類・振込先口座確
認書類（いずれも写し）が必要※同封の返信用封筒をご利用ください。
※マイナンバーカードは不要

オンライン方式
マイナポータル※世帯主のマイナンバーカード・パソコン
（ICカードリーダライタを含む）またはスマートフォン（一部
機種のみ）が必要※申請手順など詳しくは、総務省特別定額
給付金ホームページをご覧ください。

板橋区特別定額給付金専用ダイヤル
☎₆73₈‐9207（平日、 9 時～₁7時）問　合

　区役所・総務省の職員などをかた
って、現金・個人情報などをだまし
取る詐欺が発生しています。給付金
の申請などのため、ATMでの操作
を指示することは絶対にありませ
ん。

　不審な電話・メールなどが来た
ら、区役所・最寄りの警察署にご連
絡ください。

子育て世帯へ臨時特別給付金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、次の対象者に臨
時特別給付金を支給します。※一部申請が必要な場合あり※公務員の
場合は申請が必要。詳しくは、勤務先にお問い合わせください。
▽対象＝令和２年４月分（児童が令和２年３月まで中学生だった場合
は３月分）の児童手当を受給する方※特例給付（所得制限超過）の方は
対象外▽支給額＝児童１人につき１万円※支給日など詳しくは、区ホ
ームページをご覧ください。

子ども政策課子どもの手当医療係☎ 3579‐2₄77問　合

国民健康保険の加入者へ
傷病手当金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、労働者が
休める環境を整備するため、傷病手当金を支給します。
▽対象＝板橋区国民健康保険に加入し、勤務先から給与などの支払い
を受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、
または発熱などの症状で感染が疑われ、療養により労務に服すること
ができなかった方▽支給日数＝労務に服することができなくなった日
から起算して、３日を経過した日から労務に服することができない期
間のうち労務に就くことを予定していた日▽支給額＝（直近の継続し
た３月間の給与などの収入額の合計額を就労日数で割った金額）×３
分の２×支給日数※上限額あり※給与などの全部または一部を受ける
ことができる方は、支給額が変更になる場合あり。▽適用期間＝令和
２年１月１日〜９月30日のうち、療養により労務に服することができ
ない期間※入院が継続する場合などは、最長１年６か月まで。▽申請
書の配布場所＝区ホームページ▽申請＝電話で事前連絡のうえ、郵送
で、国保年金課保険給付グループ（〒173‐8501）

国保年金課保険給付グループ☎ 3579‐2₄0₄問　合

暮らし・事業活動への支援を行っています
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
給付金などに関する情報をお知らせします

5 月30日㈯は「広報いたばし」特別定額給付金特集号を発行します。次回の総合情報版は ₆ 月 ₆ 日㈯に発行します

消費者センター☎3579‐22₆₆
問　合

「給付金が出ます」という電話・メールなどにご注意ください

▲詳しくは
こちらから

区施設の休業などの最新情報は、区ホームページをご覧ください

東京都新型コロナウイルス感染症支援情報ナビでは、
自分に合った支援制度を探すことができます。

支援の一部を掲載しています ※対象・支援内容など詳しくは、各ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。

住民税・軽自動車税(種別割)の納付相
談、徴収・換価の猶予、徴収猶予の特例
制度

▶ 納税課☎₃₅₇₉‐₂₁₃₈・₂₁₄₁・₂₁₃₅・₂₁₄₅

国民健康保険料の納付相談 ▶ 国保年金課国保収納グループ☎₃₅₇₉‐₂₄₀₉
介護保険料の納付相談 ▶ 介護保険課資格保険料係☎₃₅₇₉‐₂₃₅₉

後期高齢者医療保険料の納付相談 ▶ 後期高齢医療制度課管理収納グループ☎
₃₅₇₉‐₂₃₂₇

福祉資金貸付金の償還支払いの猶予 ▶ 福祉部管理課福祉資金係☎₃₅₇₉‐₂₃₅₃

Ⓐ生活福祉資金緊急小口資金Ⓑ総合支援
資金生活支援費の特例貸付 ▶

板橋区社会福祉協議会☎₃₉₆₄‐₀₅₅₆※Ⓐは
労働金庫連合会緊急小口資金受付担当☎
₀₁₂₀‐₂₂₅‐₇₅₅(フリーダイヤル)でも受付
※いずれも平日、 ₉ 時～₁₇時。

厚生労働省の支援策(労働に関する支援
全般) ▶ 厚生労働省ホームページを

ご覧ください。

新型コロナウイルスに関する中小企業な
どの特別相談窓口 ▶

産業振興課産業支援グループ☎₃₅₇₉‐₂₁₇₂
新型コロナウイルス感染症対策利子補給
優遇加算 ▶

企業活性化センター経営改善・コロナ対
策チーム(資金繰り表の作成支援など) ▶ 板橋区経営改善チーム事務局☎₅₉₁₄‐₃₁₄₅

( ₉ 時～₁₉時)

経済産業省の支援策(持続化給付金・経
営相談など) ▶ 経済産業省ホームページを

ご覧ください。

事業者のみなさんへ区民のみなさんへ


